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高等学校卒業程度認定試験

合格支援給付金事業

　高等学校卒業程度認定試験合格の

ための講座（通信制講座含む）の受

講経費の一部を支給します。ひとり

親家庭の児童（給付金請求時で20歳

未満）も対象となります。

対象者　市内に住所を有し、次の要

件の全てを満たすかた　▶児童扶

養手当を受給しているか、同様の

所得水準にあること　▶高卒認定

試験合格が、適職に就くために必

要と認められること　

支給額　▶受講修了時給付金…修了

後に対象講座の経費の40％（上限

10万円。ただし、４千円を超えな

い場合は支給されません）　▶合

格時給付金…受講修了時給付金を

受給したかたが受講修了日から２

年以内に高卒認定試験の全科目に

合格した場合、対象講座の経費の

20％（上限は受講修了時給付金と

合格時給付金の合計で15万円）

申込み　随時受付

　　　　※講座申込前の申請が必要

自立支援教育訓練給付金事業

　雇用保険の教育訓練給付制度対象

講座の受講経費の一部を支給します。

対象者　市内に住所を有し、次の要

件の全てを満たすかた　▶児童扶

養手当を受給しているか、同様の

所得水準にあること　▶講座の受

講が、適職に就くために必要であ

ると認められること　

支給額　①雇用保険制度による教育

訓練給付金の受給資格がないか

た…修了後に対象講座の経費の

60％（年額上限20万円。ただし、

１万２千円を超えない場合は支給

されません）　②雇用保険制度に

よる教育訓練給付金の受給資格が

あるかた…修了後に①の額から雇

用保険制度による教育訓練給付金

の額を差し引いた額

申込み　随時受付

　　　　※講座申込前の申請が必要

高等職業訓練促進給付金等事業

　正看護師資格取得のための養成機

関で修業中、生活の負担軽減のため、

訓練促進給付金等を支給します。

対象者　市内に住所を有し、次の要

件の全てを満たすかた　▶児童扶

養手当を受給しているか、同様の

所得水準にあること　▶養成機関

で２年以上のカリキュラムを修業

し、資格の取得が見込まれること

▶就業または育児と修業の両立が

困難と認められること　

支給期間　修業全期間（上限４年）

※就業または育児と修業の両立が

　困難である期間に限る。

支給額

　

▶訓練促進給付金…月額10

万円（市民税課税世帯は月額７万

500円）※修業期間の最後の１年間

は月額14万円（市民税課税世帯は

月額11万500円）　▶訓練修了支

援給付金…修了後に５万円（市民

税課税世帯は２万５千円）※修業

全期間で就業または育児と修業の両

立が困難である場合に限る。

申込み　随時受付

　　　　※申請月分から対象

注意！ いずれの事業も･･･

・過去に同様の給付金の支給を受けたことがある場合、市税及び母子父子寡婦福祉

資金償還金に滞納がある場合は対象となりません。

・事前の相談が必要です。

・予算の範囲内での実施となるため、要件を満たしていても支給の対象とならない

場合があります。

事前にご相談ください

　

助
産
制
度

　

す
み
れ
寮
は
、
18
歳
未
満
の
子

ど
も
を
養
育
し
て
い
る
母
子
家
庭

や
、
事
情
が
あ
り
離
婚
で
き
な
い

家
庭
の
母
親
が
、
様
々
な
問
題
で

子
ど
も
の
養
育
を
十
分
に
で
き
な

い
場
合
に
母
子
で
入
所
し
、
就

労
・
生
活
・
子
育
て
な
ど
の
支
援

を
受
け
な
が
ら
自
立
す
る
た
め
の

施
設
で
す
。
入
所
の
相
談
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
（
☎
017
―
734
―

５
３
３
４
）、
ひ
と
り
親
家
庭

等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
017
―
734
―
５
８
１
７
）

母
子
生
活
支
援
施
設

　

「
青
森
市
立
す
み
れ
寮
」

　

生
活
保
護
世
帯
や
市
民
税
非
課

税
世
帯
な
ど
、
経
済
的
理
由
に

よ
っ
て
医
療
機
関
で
出
産
で
き
な

い
妊
産
婦
を
対
象
に
、
指
定
病
院

で
の
出
産
費
用
を
助
成
す
る
制
度

で
す
。
要
件
な
ど
詳
し
く
は
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
４
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３
）

ひとり親家庭のためのひとり親家庭のための
自立支援給付金事業自立支援給付金事業

母子家庭の母、父子家庭の父などの就業を支援

します。お気軽にご相談ください。

問子育て支援課（☎017－734－5334）

子育て支援課
上伊南
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掲載の内容は、３月８日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

　

カ
ラ
ス
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
ご
み
の
出
し
方
を
工
夫
す
る　

生
ご
み
は
格
好
の
エ
サ
。
生
ご

み
を
減
ら
し
、
収
集
時
間
を
守
っ

て
ご
み
を
出
し
ま
し
ょ
う
。

●
給
餌
し
な
い　

カ
ラ
ス
が
増
え

る
原
因
で
す
。
ほ
か
の
鳥
へ
の

給
餌
も
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
巣
を
撤
去
す
る　

カ
ラ
ス
の
繁

殖
期
は
３
～
７
月
。
管
理
す
る

樹
木
な
ど
を
点
検
し
、
産
卵
前

に
巣
を
撤
去
し
ま
し
ょ
う
。

●
威
嚇
行
動
に
注
意　

ひ
な
を
守

る
た
め
近
く
を
通
る
人
を
威
嚇

し
ま
す
。
巣
立
ち
に
失
敗
し
た

場
合
な
ど
は
、
威
嚇
行
動
が
長

期
間
続
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
際
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
追
払
い
機
器
の
貸
出
し　

カ
ラ

ス
の
追
払
い
機
器
（
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ

イ
ト
、
音
響
機
器
）
を
無
料
で

貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
環
境
政
策
課

　
（
☎
017
―
718
―
０
２
９
３
）

　

浪
岡
振
興
部
市
民
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
０
）

カ
ラ
ス
被
害
を
防
ご
う

猫
の
適
正
飼
養

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定

　

猫
は
、
家
族
の
一
員
と
し
て
大

切
に
飼
養
し
て
い
る
か
た
が
い
る

一
方
で
、
放
し
飼
い
や
ノ
ラ
猫
へ

の
責
任
の
な
い
エ
サ
や
り
が
原
因

で
地
域
の
快
適
な
生
活
環
境
が

損
な
わ
れ
、
住
民
間
の
ト
ラ
ブ
ル

に
発
展
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

市
で
は
、
猫
を
飼
っ
て
い
る
か

た
だ
け
で
は
な
く
、
猫
を
飼
っ
て

い
な
い
か
た
に
も
、
猫
に
対
す
る

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
、
共
に

快
適
な
生
活
環
境
で
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
「
猫
の

適
正
飼
養
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
生
活
衛
生
課

　
（
☎
017
―
765
―
５
２
８
８
）

　

生
活
衛
生
課
分
室

　
（
☎
017
―
737
―
３
５
５
１
）

４
月
の
専
門
相
談

　

法
律
相
談
は
予
約
が
必
要
で
す
。

所
問
市
民
な
ん
で
も
相
談
室（
駅
前

庁
舎
１
階
）☎
017
―
734
―
５
２
４
９

●
人
権
相
談　

時
５
日（
月
）・
19
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
行
政
相
談　

時
１
日（
木
）・
８
日

（
木
）・
15
日（
木
）・
22
日（
木
）・
30

日（
金
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
司
法
書
士
相
談　

時
５
日
（
月
）・

13
日
（
火
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
不
動
産
相
談　

時
１
日（
木
）・
８

日（
木
）・
15
日（
木
）・
22
日（
木
）午

前
10
時
～
午
後
３
時

●
不
動
産
鑑
定
士
相
談　

時
27
日

（
火
）
午
後
１
時
～
３
時

●
土
地
家
屋
調
査
士
相
談　

時
５

日
（
月
）
午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
行
政
書
士
相
談　

時
９
日
（
金
）・

16
日
（
金
）・
23
日
（
金
）
午
前
10

時
～
午
後
３
時

●
法
律
相
談
【
要
予
約
】　

時
12

日
（
月
）・
26
日
（
月
）
午
後
１
時

～
３
時　

人
各
５
人
（
申
込
順
）　

申
事
前
に
生
活
安
心
課
☎
017
―

734
―
５
２
５
０
へ
電
話
予
約
。

12
日
分
は
１
日
か
ら
、
26
日
分
は

13
日
か
ら
受
付
（
午
前
８
時
30
分

～
）
※
相
談
は
１
回
ま
で

浪
岡
地
区
の
相
談

所
浪
岡
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
人
権
相
談
・
行
政
相
談　

時
１

日（
木
）・
15
日（
木
）午
前
９
時
～

午
後
３
時　

問
浪
岡
振
興
部
健

康
福
祉
課
☎
０
１
７
２
―
62
―

１
１
１
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
か
た
を
対
象

に
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
が
生

活
や
就
業
等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
時
午
前
８
時
30
分
～
午

後
６
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
・
年

末
年
始
除
く
）　

所
子
育
て
支
援

課
内
（
駅
前
庁
舎
２
階
）　

問
ひ

と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー　

☎
017
―
734
―
５
８
１
７
、

k
a

te
ish

ie
n

@
city.a

o
m

o
ri.

a
o

m
o

ri.jp

子
ど
も
の
権
利
相
談
セ
ン
タ
ー

　

い
じ
め
・
体
罰
な
ど
、
子
ど
も
の

権
利
侵
害
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま

す
。
悩
ん
で
い
る
こ
と
、
心
配
な
こ

と
、
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
秘
密
は

守
り
ま
す
。
時
原
則
、
月
～
金
曜

日
午
前
10
時
～
午
後
６
時　

所
申

問
〒
030
―
０
８
０
１ 

新
町
一
丁
目

３
―
７　

子
ど
も
の
権
利
相
談
セ
ン

タ
ー　

☎
０
１
２
０
―
３
７
０
―
６

４
２　

Ｆ
017
―
763
―
５
６
７
８
、

a
o

-k
o

d
o

m
o

k
e

n
ri@

c
ity

.

a
o

m
o

ri.a
o

m
o

ri.jp

「
遺
言
の
日
」

　
　
　
　

無
料
法
律
相
談
会

　

遺
言
や
相
続
に
関
す
る
相
談
に
弁

護
士
が
応
じ
ま
す
。

時
４
月
12
日
（
月
）
～
16
日
（
金
）

　

※
予
約
受
付
後
、
日
程
調
整

所
最
寄
の
地
域
の
法
律
事
務
所 

申
問
４
月
１
日（
木
）～
９
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
午
前
９

時
～
午
後
５
時
に
、
青
森
県
弁

護
士
会
事
務
局
☎
017
―
777
―
７

２
８
５
へ
要
予
約

市
税
な
ど
の
平
日
夜
間
及
び

休
日
納
付
相
談

　

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料

の
納
付
に
関
す
る
相
談
を
受
付
。
電

話
相
談
も
で
き
ま
す
。

●
平
日
夜
間
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課
（
駅
前
庁
舎
）

☎
017
―
734
―
５
２
０
９

時
４
月
14
日（
水
）・
15
日（
木
）・
19

日（
月
）～
22
日（
木
）・
26
日（
月
）・

27
日（
火
）午
後
８
時
ま
で

・
浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１

時
４
月
23
日（
金
）・
26
日（
月
）～
28

日（
水
）午
後
８
時
ま
で

●
休
日
納
付
相
談
（
駅
前
庁
舎
の
み
）

時
４
月
10
日（
土
）・
11
日（
日
）午
前

９
時
30
分
～
午
後
５
時

各
種
相
談

市
か
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N
E
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